
第

六

百

七

十

二

号

令

和

八

年

三

月

二

十

七

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
指

定

(

地
域
福
祉
課)

一
一
一
ペ
ー
ジ

○
指
定
介
護
機
関
の
休
止
の
届
出

(

同

)

一
一
二

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

一
一
二

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

一
一
三

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

一
一
四

○
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可(

公
共
下
水
道)

(

下

水

道

課)

一
一
六

○
公
金
事
務
の
委
託

(
運
転
免
許
課)

一
一
六

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数

(

選
挙
管
理
委
員
会)

一
一
八

公

示

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

農
地
整
備
課)
一
一
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

一
二
〇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

揖
斐
農
林
事
務
所)

一
二
〇

正

誤

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
中
訂
正

(

森
林
保
全
課)

一
二
〇

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
中
訂
正

(

砂

防

課)

一
二
〇

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
中
訂
正

(

同

)

一
二
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日



岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
そ
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中

三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

指

定

年

月

日

浪
花
薬
品
株
式
会
社

瑞
浪
市
寺
河
戸
町
一
一
〇

七
―
三

居
宅
療
養

管
理
指
導

浪
花
薬
品
株
式
会
社

な
に
わ

調
剤
薬
局

瑞
浪
市
南
小
田
町
一
―
一

三
〇

令
和

七
・
一
二
・

一

同

同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

休

止

年

月

日

株
式
会
社
Ｌ
ｉ
ｖ
ｅ
Ｆ
ｏ
ｒ

大
垣
市
入
方
二
丁
目
一
七

一
六
番
地

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
よ
す
が

大
垣
市
浅
草
三
丁
目
一
二

一
番
地
一

令
和

八
・

三
・

一

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

変

更

年

月

日

株
式
会
社
ウ
ィ
ー
ズ

新

大
阪
府�
木
市
西
駅

前
町
一
三
番
二
五
号

旧

埼
玉
県
北�
飾
郡
松

伏
町
築
比
地
七
九
五

番
地
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

そ

は

ら

薬

局

各
務
原
市
蘇
原
吉
野
町
一

丁
目
五
二
―
二

令
和

七
・

六
・

一



岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

四
百
十
八

号 路
線
名

恵
那
市
飯
地
町
字
川
端
一
六

四
〇
番
二
地
先
地
内

区

間

前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)�･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

道
路
の
種
類

路
線
名

区

間

区
域
変
更
前
後
別 後

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･�
延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�
備

考

同

同同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同

株
式
会
社
ウ
ィ
ー
ズ

新

大
阪
府�
木
市
西
駅

前
町
一
三
番
二
五
号

旧

埼
玉
県
北�
飾
郡
松

伏
町
築
比
地
七
九
五

番
地
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

い

し

づ

薬

局

海
津
市
南
濃
町
太
田
字
南

条
六
五
二
―
三

令
和

七
・

六
・

一

同

同同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同

株
式
会
社
ウ
ィ
ー
ズ

新

大
阪
府�
木
市
西
駅

前
町
一
三
番
二
五
号

旧

埼
玉
県
北�
飾
郡
松

伏
町
築
比
地
七
九
五

番
地
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

平

田

調

剤

薬

局

海
津
市
平
田
町
幡
長
五
六

六

令
和

七
・

六
・

一

同

同同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同



岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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県
道

道
路
の
種
類 県

道

岐
阜
千
本

松
原
公
園

自
転
車
道

線 路
線
名

北

方

多

度
線

安
八
郡
安
八
町
南
條
字
草
野

長
良
川
右
岸
堤
防
敷
地
先

(

一
一
五
九
番
二)

か
ら

同

郡
同

町
中
字
上
納
割

八
〇
九
番
五
地
先
ま
で

区

間

安
八
郡
安
八
町
南
條
字
草
野

長
良
川
右
岸
堤
防
敷
地
先

(

一
一
五
九
番
二)

か
ら

同

郡
同

町
中
字
上
納
割

八
〇
九
番
四
地
先
ま
で

後
Ｂ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別 後

Ｂ Ａ
前

Ｂ�･�〜�･� �･�〜�･��･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･��･�〜��･����･� ���･����･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･����･�
Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。
県
道
北

方
多
度

線
と
一

部
重
用

備

考

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。
県
道
岐

阜
千
本

松
原
公

園
自
転

車
道
線

と
一
部

重
用

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

白

川

福

岡
線

路
線
名

区

間

加
茂
郡
白
川
町
黒
川
字
小
畑

三
二
八
八
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

三
二
八
六
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日 ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考



岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供
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県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

北

方

多

度
線

路
線
名

四
百
十
八

号

安
八
郡
安
八
町
南
條
字
草
野
長
良

川
右
岸
堤
防
敷
地
先(

一
一
五
九

番
二)

か
ら

同

郡
同

町
中
字
上
納
割
八
〇

九
番
四
地
先
ま
で

区

間

恵
那
市
飯
地
町
字
川
端
一
六
四
〇

番
二
地
先
地
内���･� 延

長
(

メ
ー
ト

ル) �･�
令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･��

平
成
��･�･��令和�･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

令
和�･�･��

県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

美

濃

川

辺
線

路
線
名

岐
阜
千
本

松
原
公
園

自
転
車
道

線 路
線
名

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺
字
大
谷
一

七
三
五
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

一

七
三
一
番
一
地
先
ま
で

区

間

安
八
郡
安
八
町
南
條
字
草
野
長
良

川
右
岸
堤
防
敷
地
先(

一
一
五
九

番
二)

か
ら

同

郡
同

町
中
字
上
納
割
八
〇

九
番
五
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･�･��令和�･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)



用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
五
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
瑞
浪
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

瑞
浪
都
市
計
画
下
水
道
事
業

瑞
浪
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
七
年
十
月
六
日
か
ら

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
六
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

第 672 号 岐 阜 県 公 報 令和８年３月27日 ( 116 )

県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

白

川

福

岡
線

路
線
名

白

川

福

岡
線

路
線
名

加
茂
郡
白
川
町
黒
川
字
永
畑
三
四

三
〇
番
一
五
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
小
畑
三
二

九
四
番
三
地
先
ま
で

区

間

加
茂
郡
白
川
町
三
川
字
一
ノ
渡
り

四
五
九
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

四
五
四
番
一
三
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･��平成��･�･�平成��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

の
名
称
及
び
住
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地

指
定
公
金
事
務
取
扱

者
に
委
託
し
た
公
金

事
務
に
係
る
歳
入
等

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
の
指
定

を
し
た
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
に
委
託

を
し
た
日

指
定
公
金
事
務
取

扱
者
に
委
託
す
る

期
間

令
和�･�･��
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中
部
産
業
株
式
会
社

大
垣
市
領
家
町
六
五
一

番
地

株
式
会
社
那
加
自
動
車

教
習
場

各
務
原
市
那
加
西
那
加

町
二
八
番
地

一
般
財
団
法
人
岐
阜
県

交
通
安
全
協
会

岐
阜
市
薮
田
南
五
丁
目

一
四
番
一
二
号

運
転
免
許
試
験
手
数

料
、
運
転
免
許
証
交

付
手
数
料
、
自
動
車

運
転
等
講
習
手
数
料

及
び
初
心
運
転
者
講

運
転
免
許
試
験
手
数

料
、
運
転
免
許
証
交

付
手
数
料
及
び
自
動

車
運
転
等
講
習
手
数

料 運
転
免
許
試
験
手
数

料
、
運
転
免
許
技
能

検
査
手
数
料
、
運
転

免
許
限
定
解
除
申
請

手
数
料
、
運
転
免
許

証
交
付
手
数
料
、
運

転
免
許
証
再
交
付
手

数
料
、
特
定
免
許
情

報
記
録
手
数
料
、
免

許
情
報
記
録
書
換
手

数
料
、
認
知
機
能
検

査
手
数
料
、
基
準
該

当
初
心
運
転
者
再
試

験
手
数
料
、
運
転
免

許
証
等
更
新
手
数
料
、

運
転
免
許
証
等
更
新

申
請
書
経
由
手
数
料
、

運
転
経
歴
証
明
書
交

付
手
数
料
、
運
転
経

歴
情
報
記
録
手
数
料
、

運
転
経
歴
証
明
書
再

交
付
手
数
料
、
国
外

運
転
免
許
証
交
付
手

数
料
、
自
動
動
車
運

転
等
講
習
手
数
料
及

び
初
心
運
転
者
講
習

等
通
知
手
数
料

同
右

同
右

令
和
八
年

二
月
十
二

日

同
右

令
和
八
年

三
月
十
九

日 令
和
八
年

四
月
一
日

同
右

同
右

令
和
八
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
ま

で

株
式
会
社
信
州
ジ
ャ
パ

ン長
野
県
塩
尻
市
大
字
広

丘
吉
田
三
五
二
番
地
一

株
式
会
社
日
新

高
山
市
松
本
町
一
四
八

〇
番
地
一

学
校
法
人
聖
徳
学
園

岐
阜
市
柳
津
町
高
桑
西

一
丁
目
一
番
地

岐
阜
県
関
自
動
車
学
校

株
式
会
社

関
市
十
六
所
二
一
番
地

の
一

株
式
会
社
岐
阜
東
自
動

車
学
校

羽
島
郡
岐
南
町
三
宅
八

丁
目
三
一
番
地

加
茂
自
動
車
株
式
会
社

美
濃
加
茂
市
西
町
二
丁

目
三
三
番
地

株
式
会
社
西
濃
自
動
車

学
校

海
津
市
平
田
町
今
尾
六

〇
〇
番
地

株
式
会
社
大
原
自
動
車

学
校

多
治
見
市
幸
町
七
丁
目

二
九
番
地
の
一

株
式
会
社
Ｇ
Ｍ
Ｄ

愛
知
県
一
宮
市
大
和
町

苅
安
賀
一
五
八
〇
番
地

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

運
転
免
許
試
験
手
数

料
、
運
転
免
許
証
交

付
手
数
料
及
び
自
動

車
運
転
等
講
習
手
数

料 習
等
通
知
手
数
料

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右



選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦

１
令
和
８
年
３
月
２
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,598,281人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

31,966人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)
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株
式
会
社
可
児
自
動
車

学
校

可
児
市
久
々
利
字
番
場

二
一
〇
〇
番
地
二

株
式
会
社
中
濃
自
動
車

学
校

関
市
市
平
賀
字
長
峰
七

七
三
番
地

株
式
会
社
土
岐
自
動
車

学
校

大
垣
市
青
野
町
一
九
一

番
地
一

株
式
会
社
大
垣
自
動
車

学
校

大
垣
市
旭
町
一
丁
目
五

番
地

株
式
会
社
マ
ジ
オ
Ｄ
Ｓ

東
海
大
垣
事
業
所

大
垣
市
世
安
町
三
丁
目

一
六
番
地

日
東
興
産
株
式
会
社

本
巣
市
三
橋
字
糸
貫
川

通
一
一
〇
〇
番
地

有
限
会
社
日
本
ラ
イ
ン

自
動
車
学
校

美
濃
加
茂
市
西
町
二
丁

目
三
三
番
地

有
限
会
社
東
海
第
一
自

動
車
学
校

美
濃
加
茂
市
西
町
二
丁

目
三
三
番
地

同
右

同
右

同
右

運
転
免
許
試
験
手
数

料
、
運
転
免
許
証
交

付
手
数
料
及
び
自
動

車
運
転
等
講
習
手
数

料 運
転
免
許
試
験
手
数

料
、
運
転
免
許
証
交

付
手
数
料
、
自
動
車

運
転
等
講
習
手
数
料

及
び
初
心
運
転
者
講

習
等
通
知
手
数
料

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

長
良
自
動
車
教
習
所

岐
阜
市
長
良
一
丁
目
一

番
地

自
動
車
運
転
等
講
習

手
数
料

同
右

同
右

同
右



299,786人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数

公

示

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

中
津

川
市

関
市
・
美
濃
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

31,396

42,020

18,427

44,010

20,687

91,302

118,730

44,501

42,536

38,366

54,870

28,977

60,356

84,800

87,764

69,772

142,789

330,222

総
数
(人
)

10,466

14,007

6,143

14,670

6,896

30,434

39,577

14,834

14,179

12,789

18,290

9,659

20,119

28,267

29,255

23,258

47,597

110,074

３
分
の
１
の
数
(人
)

た
め
池
等
整
備
事
業

事

業

の

種

類

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

泳

池

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

37,854

52,144

19,026

26,285

21,811

39,319

26,393

23,924

令
和

七
・

三
・
一
七

工
事
完
了
年
月
日

12,618

17,382

6,342

8,762

7,271

13,107

8,798

7,975



令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

岐
阜
市
合

渡
南
土
地

改
良
区

令
和八･�･�
理
事

森

孝

夫

岐
阜
市
河
渡
一
丁
目

一
二
四
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

岐
阜
市
合

渡
南
土
地

改
良
区

令
和八･�･�
監
事

藤

橋

光

男

瑞
穂
市
生
津
内
宮
町
二
丁
目

四
五
番
地

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
第
六
百
四
十
九
号

保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知(

岐

阜
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号)

五
六
〇
頁
下
段
前
か
ら
一
行
目
及
び
二
行
目
中｢

八
九
九
の
一
・
九
〇

一
の
一(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)｣

は
、｢

八
九
九
の
九
、
九
〇
一
の
四｣

の
誤
り
。

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
五
年
三
月
七
日
号
外
一�
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

岐
阜
県
告
示
第
百
三
号)

一
六

頁
上
段
の
表
中 ｢

は ｢

｣

｢

の
、
同
頁
下
段
の
表
中

｣
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た
め
池
等
整
備
事
業

事

業

の

種

類

松

尾

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

令
和

七
・

六
・

四

工
事
完
了
年
月
日

下
呂
市
金
山
町
東
沓
部

西

濃

用

水

土

地

改

良

区

連

合

土

地

改

良

区

名

西
山
谷

下
呂
市
金
山
町
戸
部

月
本
谷

内
田
谷

羽
根
洞
谷
２

向
平
谷

西
ヶ
洞
谷

洞
之
谷

貝
洞
川 令

和

八
・

三
・
一
三

認

可

年

月

日

下
呂
市
金
山
町
菅

下
呂
市
金
山
町
菅

下
呂
市
金
山
町
菅

下
呂
市
金
山
町
菅

下
呂
市
金
山
町
菅

下
呂
市
金
山
町
菅

下
呂
市
金
山
町
菅

西
山
谷



｢は

の
、
一
七
頁
上
段

｣
｣

の
表
中｢

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞｣

は｢

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞｣

の
誤
り
。

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
五
年
三
月
七
日
号
外
一�
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(
岐
阜
県
告
示
第
百
六
号)

｢
｢

三
二
頁
下
段
の
表
中

は

｣

｢の
、

｣
｢は

の
誤
り
。

｣
｣
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田
笹
洞

田
笹
洞

田
笹
洞

田
笹
洞

田
笹
洞

田
笹
洞

田
笹
洞

田
笹
洞

八
谷
戸
谷

小
麦
田
谷

月
本
谷

内
田
谷

羽
根
洞
谷
２

向
平
谷

洞
之
谷

貝
洞
川

小
麦
田
谷

月
本
谷

内
田
谷

羽
根
洞
谷
２

向
平
谷

西
ヶ
洞
谷

洞
之
谷

貝
洞
川

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

小
麦
田
谷

下
呂
市
金
山
町
菅

八
谷
戸
谷

小
麦
田
谷

月
本
谷

内
田
谷

羽
根
洞
谷
２

向
平
谷

洞
之
谷

貝
洞
川

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

河
尻
谷

牛
ヶ
洞
谷

氏
子
谷

又
八
谷

銅
洞
谷

大
島
谷下

呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
桐
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

河
尻
谷

牛
ヶ
洞
谷

氏
子
谷

又
八
谷

銅
洞
谷

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

下
呂
市
金
山
町
菅
田
笹
洞

大
島
谷
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令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


